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厚生労働省の内部組織に関する訓令の一部を改正する訓令案 新旧対照条文

○ 厚生労働省の内部組織に関する訓令（平成13年厚生労働省訓第１号）（抄）

（傍線部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（人事ＤＸ推進室）

第１１条の２ 大臣官房人事課に、人事ＤＸ推進室を置く。 （新設）

２ 人事ＤＸ推進室は、デジタル技術を活用して行う職員の人事に

関する事務の効率化の推進に関する事務をつかさどる。

３ 人事ＤＸ推進室に、室長、専門官、係及び係長並びに主査を置

く。

（この訓令に規定する室に置かれる室長補佐等の名称等） （この訓令に規定する室に置かれる室長補佐等の名称等）

第５５条 第９条の３、第１１条の２から第１４条まで、第１９条 第５５条 第９条の３、第１２条から第１４条まで、第１９条から

から第２３条まで、第２５条の２から第２８条の２まで、第２８ 第２３条まで、第２５条の２から第２８条の２まで、第２８条の

条の５、第２９条の３、第３０条、第３０条の３、第３２条から ５、第２９条の３、第３０条、第３０条の３、第３２条から第３

第３３条の２まで、第３５条の３、第３６条の２、第３７条、第 ３条の２まで、第３５条の３、第３６条の２、第３７条、第３８

３８条から第４２条の１１まで、第４５条、第４７条、第４９条 条から第４２条の１１まで、第４５条、第４７条、第４９条から

から第５１条まで、第５３条及び前条に規定する室に置かれる室 第５１条まで、第５３条及び前条に規定する室に置かれる室長補

長補佐、専門官、班若しくは班長、係若しくは係長、専門職、主 佐、専門官、班若しくは班長、係若しくは係長、専門職、主査又

査又は専門スタッフ職については、それぞれ第２条第３項若しく は専門スタッフ職については、それぞれ第２条第３項若しくは第

は第４項、第３条第２項若しくは第３項、第４条第３項若しくは ４項、第３条第２項若しくは第３項、第４条第３項若しくは第４

第４項、第５条第３項若しくは第４項、第６条第２項若しくは第 項、第５条第３項若しくは第４項、第６条第２項若しくは第３

３項、第７条第２項若しくは第３項又は第９条の２第２項若しく 項、第７条第２項若しくは第３項又は第９条の２第２項若しくは

は第３項の規定を準用する。 第３項の規定を準用する。

２ （略） ２ （略）


